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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成29年1月19日(2017.1.19)

【公開番号】特開2016-190847(P2016-190847A)
【公開日】平成28年11月10日(2016.11.10)
【年通号数】公開・登録公報2016-063
【出願番号】特願2016-87432(P2016-87432)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ  19/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  16/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  14/50     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/15     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/19     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/21     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  11/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  13/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  21/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/14     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  27/16     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ   19/00     ＺＮＡ　
   Ｃ０７Ｋ   16/00     　　　　
   Ｃ０７Ｋ   14/50     　　　　
   Ｃ１２Ｎ   15/00     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｎ    1/15     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    1/19     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    1/21     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    5/10     　　　　
   Ａ６１Ｋ   37/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ    3/10     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/10     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/10     １０１　
   Ａ６１Ｐ    9/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   11/00     　　　　
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   Ａ６１Ｐ   13/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   17/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   19/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   19/10     　　　　
   Ａ６１Ｐ   21/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   25/14     　　　　
   Ａ６１Ｐ   25/28     　　　　
   Ａ６１Ｐ   27/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   27/16     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   37/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月1日(2016.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎ－末端からＣ－末端へ、
　（ａ）可溶性アルファクロトー（ｓクロトー）又はその変異体若しくはフラグメントを
含むポリペプチド；
　（ｂ）線維芽細胞増殖因子２３（ＦＧＦ２３）又はその変異体若しくはフラグメントを
含むポリペプチド；及び
　所望により（ｃ）リンカーを含む、融合ポリペプチドであって、
　ＨＥＫ２９３細胞におけるＥｇｒ－１－ルシフェラーゼレポーターアッセイにおいて活
性を有し、かつ／又は、Ｃ２Ｃ１２筋芽細胞において筋管増殖の誘導又は促進が可能であ
る、融合ポリペプチド。
【請求項２】
　（ａ）のポリペプチドが、配列番号：７に示されるアミノ酸配列を含む、請求項１に記
載の融合ポリペプチド。
【請求項３】
　（ｂ）のポリペプチドが、配列番号：３５又は配列番号３６に示されるアミノ酸配列を
含む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項４】
　（ａ）のポリペプチド及び（ｂ）のポリペプチドが、配列番号：１１、配列番号：１２
、配列番号：１３、配列番号：１４、配列番号：１５、配列番号：１６、配列番号：１７
又は配列番号：１８に示されるアミノ酸配列を含むポリペプチドリンカーにより連結され
ている、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項５】
　ポリペプチドリンカーが、配列番号：１２、配列番号：１３、配列番号：１４、配列番
号：１５、配列番号：１６、配列番号：１７及び配列番号：１８からなる群から選択され
るアミノ酸配列の少なくとも１から最大約３０までの繰り返しを含む、請求項４に記載の
融合ポリペプチド。
【請求項６】
　ポリペプチドリンカーが、配列番号：１５に示されるアミノ酸配列を含む、請求項４に
記載の融合ポリペプチド。
【請求項７】
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　（ａ）のポリペプチドが、配列番号：５又は配列番号：６に示されるアミノ酸配列を含
む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項８】
　配列番号：１９又は配列番号：２０に示されるアミノ酸配列を含む、請求項１に記載の
融合ポリペプチド。
【請求項９】
　配列番号：４０又は配列番号：４１に示されるアミノ酸配列を含む、請求項１に記載の
融合ポリペプチド。
【請求項１０】
　（ｂ）のポリペプチドが、配列番号：４２又は配列番号：４３に示されるアミノ酸配列
を含む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項１１】
　（ａ）のポリペプチドが、配列番号：４４又は配列番号：４５に示されるアミノ酸配列
を含む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項１２】
　（ｂ）のポリペプチドが、Ｒ１７９の位置で変異を有するＦＧＦ２３を含む、請求項１
に記載の融合ポリペプチド。
【請求項１３】
　（ｂ）のポリペプチドが、Ｑ１５６、Ｃ２０６及び／又はＣ２４４の位置で変異を有す
るＦＧＦ２３を含む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項１４】
　ＦＧＦ２３が、１５６、２０６及び／又は２４４の位置で変異をさらに含む、請求項１
２に記載の融合ポリペプチド。
【請求項１５】
　シグナルペプチドをさらに含む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項１６】
　シグナルペプチドがクロトーシグナルペプチドである、請求項１５に記載の融合ポリペ
プチド。
【請求項１７】
　シグナルペプチドがＩｇＧシグナルペプチドである、請求項１５に記載の融合ポリペプ
チド。
【請求項１８】
　線維芽細胞増殖因子受容体に特異的に結合する、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項１９】
　クロトータンパク質がアルファ－クロトーである、請求項１に記載の融合ポリペプチド
。
【請求項２０】
　クロトータンパク質がベータ－クロトーである、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項２１】
　ＦＧＦ２３は変異Ｒ１７９Ｑを有する、請求項１２に記載の融合ポリペプチド。
【請求項２２】
　配列番号：５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３、６４、６
５、６６、６７又は６８に示されるアミノ酸配列と９５％以上同一であるアミノ酸配列を
含む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項２３】
　配列番号：５８又は配列番号：６８に示されるアミノ酸配列を有する、請求項１に記載
の融合ポリペプチド。
【請求項２４】
　ＦｃＬＡＬＡを含む、請求項１に記載の融合ポリペプチド。
【請求項２５】



(4) JP 2016-190847 A5 2017.1.19

　請求項１～２４のいずれか一項に記載の融合ポリペプチド及び薬学的に許容される担体
を含む医薬組成物。
【請求項２６】
　請求項１～２４のいずれか一項に記載の融合ポリペプチドをコードする配列を含む核酸
。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の核酸を含む宿主細胞。
【請求項２８】
　請求項２６に記載の核酸を含むベクター。
【請求項２９】
　加齢関連状態又は代謝障害を処置又は予防するための医薬組成物の製造における、請求
項１～２４のいずれか一項に記載の融合ポリペプチドの使用。
【請求項３０】
　加齢関連状態が、サルコペニア、皮膚萎縮、筋肉疲労、脳萎縮、アテローム性動脈硬化
症、動脈硬化症、肺気腫、骨粗鬆症、骨関節症、免疫不全、高血圧、認知症、ハンチント
ン病、アルツハイマー病、白内障、加齢黄斑変性症、前立腺癌、卒中、期待寿命の低下(d
iminished life expectancy)、記憶障害、しわ、腎機能障害及び加齢性難聴からなる群か
ら選択される、請求項２９に記載の使用。
【請求項３１】
　加齢関連状態が筋肉疲労である、請求項３０に記載の使用。
【請求項３２】
　代謝障害が、ＩＩ型糖尿病、メタボリック・シンドローム、高血糖及び肥満からなる
群から選択される、請求項２９に記載の使用。
【請求項３３】
　筋萎縮、慢性腎臓疾患、慢性腎不全、高リン血症、石灰沈着症を処置又は予防するため
の医薬組成物の製造における、請求項１～２４のいずれか一項に記載の融合ポリペプチド
の使用。
【請求項３４】
　癌を処置又は予防するための医薬組成物の製造における、請求項１～２４のいずれか一
項に記載の融合ポリペプチドの使用。
【請求項３５】
　癌が乳癌である、請求項３４に記載の使用。
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